
「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法」の期限延長に関する意見書

特殊土壌地帯の災害防除と農業生産力の向上については，昭和２７年に「特殊土壌地帯災害

防除及び振興臨時措置法（以下，「特土法」という）」が制定され，その対策が講じられるこ

ととなった。

以来，１２回にわたる期限延長が図られ，治山，砂防，農地改良など県土の保全や農業生産

力の向上に多大な成果を挙げてきているところであるが，特土法は平成２８年度末をもって失

効することとなっている。

しかしながら，近年，台風や局地的な集中豪雨などによる甚大な災害が発生する中，侵食を

受けやすい特殊土壌地帯においては，治山，治水や急傾斜地崩壊対策，道路・農地防災などの

事業の必要性が高く，これらの対策を講じることで，住民の安全・安心を確保していく必要が

ある。

また，特殊土壌の不利な点を補い，収益性の高い農業を効率的かつ安定的に展開していくた

めの農用地整備など，農業生産力の向上に必要な事業も依然として残されている。

よって，国におかれては，災害の多発や農業の生産性に不利な面があるなど，特殊土壌地帯

の厳しい実情を御賢察の上，特土法の期限を延長されるよう強く要望する。

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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